
地域清掃・ボランティア用

このイラストは、亘理町にお住まいのすずきひであきくんに書いてもらいました

汚れたプラスチック類は

燃えるごみへ
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亘理町地域清掃のごみの清掃及び分別方法  

◎ 清 掃 方 法 

 ・品目ごとに分別してごみ袋へ入れてください。 

・一人ひとりが拾うごみの品目を決めて集めると、最後の分別がスムーズにできます。 

・ごみについている（入っている）、砂、土、中身はできるだけ落として（取り除いて）くださ

い。 

・ごみの収集が終わったら、最後に皆さんで分別する時間を設けてください。再度確認すること

で、誤って入れてしまったごみを除くことができます。 

・分別が不十分な場合、清掃センターにて受け入れができないことがあります。後日、町から清

掃活動実施者へ分別依頼をする場合があります。 

   

お願い 

・ ビンはキャップを外すこと！（キャップは金属製品へ） 

収集作業員のケガ防止のために必ず守ってください 

・ ガスが入っていた缶は有害・危険ごみです！ 

 缶とは別の袋へお願いします！ 
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◎ 分 別 方 法 
清掃後のごみ処理を円滑に行うため、以下の分別方法で実施されますよう皆様のご協力をお願

いいたします。品目ごとに分別してごみ袋、資源袋へ入れてください。 

品

目 
袋の種類 ポイント 例 

燃
え
る
ご
み 

燃
え
る
ご
み
袋  

・紙、布、木くず、プラスチック、ゴム、皮革などの可燃性の

ごみ 

・プラスチックのみの製品、ペットボトル 

※本来、資源袋で回収するものになるが、汚れているものは

リサイクルに向かないため、地域清掃においてはすべて燃

えるごみとなります 

・木片・木の枝など長いものは長さ 60cm、太さ 10cm 以内に

切る 

・カーテンなどの広がるものは、60 ㎝四方に切る 
 

び
ん
類
・
ガ
ラ
ス
く
ず 

リ
サ
イ
ク
ル
・
資
源
袋 

 

・びん、ガラスくず 

※本来、びん類、ガラスくずは分ける必要があるが、汚れて

いるびんはリサイクルに向かないため、地域清掃において

はびん類・ガラスくずを同じの袋に入れます 

・キャップを外し、ビンの中身（水、砂、吸い殻）を出す 

・外したキャップ…金属製は金属製品 

プラスチック製は燃えるごみ 

 

飲
食

 

・飲料、食用の缶（飲料、食用以外は金属製品として分別） 

・砂、土、中身を出して袋に入れる 

・アルミマーク、スチールマークのあるもの 

・潰さない 

・カセットボンベ、スプレー缶は中身を使い切って有害危険ご

みとして分別 
 

せ
と
も
の 

・陶磁器製の食器、植木鉢、花瓶など 

・瓦は建築廃材にあたるため回収しないこと 

 

金
属
製
品 

・金属素材のみの製品、飲食用以外の缶 

・金属を含むプラスチックや布などの二種類以上の素材で分離

できないもの（ラジオ、ゲーム機、傘、小さめの家電製品な

ど）は、複合素材製品として分別 
 

複
合
素
材
製
品 

・金属を含むプラスチックや布などの二種類以上の素材で分離

できないもの（ラジオ、ゲーム機、傘、小さめの家電製品な

ど） 

・資源袋に入る小さめの複合素材製品を集める（資源袋に入ら

ないものは粗大ごみ） 
 

有
害
・
危
険
ご
み 

・体温計、蛍光管、電球、乾電池など有害物質を含むもの 

・刃物類 

・花火など爆発性があるもの 

・カセットボンベ、スプレー缶、ライターなどは可能なら中身

を出し切る（穴はあけなくてよい） 

・爆発や汚染の恐れのあるごみは無理に回収しないこと  

粗
大
ご
み 

 上記品目でごみ袋、資源袋に入らないもの 

※石、流木などの自然物は回収しない 

 

 


